
資料 ２ 

 

 

 

 

公共事業新規評価個別地区の評価について 

 

１【農山漁村課】         P1～18 

中山間地域総合整備事業 伊万里東部地区 

 

２【森林整備課】         P19～28 

  山地治山事業 倉谷地区 

 

３【道路課】           P29～38  

  道路改良事業 国道 208 号（佐賀道路） 
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資料２：農山漁村課「中山間地域総合整備事業　伊万里東部地区」　追加資料



○ 生活関連・産業活性化

（評価項目） （評価指標）

地域振興

費用対効果（Ｂ／Ｃ）

明確な必要性

農業振興

都市と農村の交流促進

事業の効果

安全対策等の緊急性

他の公共事業との連携

※平成２７年度に限り、「県土づくり本部基本戦略」・「県土づくり本部の基本戦略」とあるのを「県土づくり本部基本方針」と読み替えて適用
する。

（評価視点）

　位置付け
（県の施策や役割）

　必要性・効果
（現状・課題・効果）

実施環境　　　　　　　（実
施するための条件）

整備・事業計画等 県土づくり本部基本戦略

住民参加による計画づくり地元状況

定住条件の向上

事業の必要性

事業推進体制の整備

維持管理体制の確保

地権者との調整

他部局との調整

経済性・効率性

関係機関との事前調整

技術的可能性 関係法令・基準等との整合

採択要件との適合

コスト縮減策

中山間地域総合整備事業

住民参加活動の有無

生活環境対策

各種計画との整合性 農業振興地域整備計画等

農業生産性の向上

環境等 環境との調和に配慮

受益者の負担能力

-11-



 中山間地域総合整備事業（生活関連・産業活性化）   

 

○評価視点：位置付け 

評価項目：整備・事業計画等 

評価指標：県土づくり本部基本戦略 

※平成２７年度に限り、「県土づくり本部基本戦略」とあるのを「県土づくり本部基本方針」と読み替

えて適用する。 

 

 評価項目：各種計画との整合性 

 評価指標：農業振興地域整備計画等 

 

評 価 要 素 

 

点数 

 

県・市町村が定める農業振興地域整備計画ほか、県・市町村の総合計画等に事業内容

が位置づけられている 

 

 

 １０ 

 

 

 

 評価項目：農業振興 

 評価指標：農業生産性の向上 

 

評 価 要 素 

 

点数 

 

ほ場整備、農業用用排水路、農道等の農業生産基盤の整備により、農作物の品質向上

や維持管理労力等が軽減され、農業生産性が向上する 

 

 

 ４０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

評 価 要 素 点数 

県土づくり本部基本戦略

 

県土づくり本部の基本戦略に位置づけられている 

 

 

１０ 
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  評価項目：地域振興 

  評価指標：定住条件の向上 

 

評 価 要 素 

 

点数 

 

利便性・安全性の向

上 

 

 

行政機関等の公共施設までの時間距離の短縮、通学路等の確保、

または離合可能な幅員の確保等により、利便性・安全性の向上が

見込まれる 

 

 １５ 

 

 

 

快適性の向上 

 

 

 

集落道の舗装等による走行性の改善、農村公園の整備等による憩

いの場・活動の場の創出等地域環境の向上が見込まれる 

 

 

 １５ 

 

 

 

  評価項目：地域振興 

  評価指標：都市と農村の交流促進 

 

評 価 要 素 

 

点数 

 

伝統文化等の活用 

 

 

 

 

都市住民から注目される地域の特徴的な施設、神楽や祭りなどの

伝統的文化、水車や堰などの歴史的遺産の利活用や保全などの取

り組みがあり、本事業を行うことでより一層の交流が見込める

 

  ５ 

 

 

 

 

都市への情報発信 

 

 

 

 

都市への情報発信を積極的に行っている（地域の特産物等をふる

さと便等で産直提供、山村留学や修学旅行学生等の地域（農家）

としての受け入れ、その他広報活動） 

 

 

  ５ 

 

 

 

 

  

-13-



○評価視点：必要性・効果 

 評価項目：事業の必要性 

 評価指標：明確な必要性 

 

評 価 要 素 

 

点数 

 

事業の必要性 

 

 

 

 

○次の項目の全てに該当すること 

・地域農業の発展阻害要因が明確であり、その解消のために本事

業を実施する必要性が認められる 

・生活環境基盤の整備が立ち遅れている地域である 

・就業機会の確保、都市住民との交流に対する基本方向が明確で

ある 

 

 １０ 

 

 

 

 

 

高齢化、後継者不足

 

 

 

 

 

○次のいずれか１項目以上に該当すること 

・最近年の35年間で人口減少率が30％以上である 

・最近年の35年間で人口減少率が25％以上かつ65歳以上の人口比

率が24％以上である 

・最近年の35年間で人口減少率が25％以上かつ15歳～29歳の人口

比率が15％以下である 

・最近年の25年間で人口減少率が19％以上である 

 

  ５ 

 

 

 

 

 

 

日常生活上の不安

・不便 

 

 

 

 

○次のいずれか１項目以上に該当すること 

・災害時の安全性に問題がある 

・防犯上の安全性に問題がある 

・交通安全上問題がある 

・保健衛生上問題がある 

・利便性に乏しい 

・快適性に乏しい 

 

   ５ 

 

 

 

 

 

 

耕作放棄地の発生

・増加 

 

 

○次のいずれか１項目以上に該当すること 

・耕作放棄地の発生が全国平均以上である（H12農業センサス：

耕作放棄地率5.4%） 

・前年度に比べて耕作放棄地が増加している 

・５～１０年後の耕作放棄地の発生が増大すると予想される 

 

   ５ 

 

 

 

 

施設の機能低下 

 

 

 

 

○次のいずれか１項目以上に該当すること 

・施設の機能低下により破壊等の状況が著しく、危険なため早期

に整備する必要がある 

・施設の耐用年数が経過している 

・ここ数年の維持管理費が以前と比較して増大している 

 

   ５ 
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  評価項目：事業の必要性 

  評価指標：安全対策等の緊急性 

 

評 価 要 素 

 

点数 

 

災害等への対応を早期に図る必要がある 

 

 

 １０ 

 

 

  評価項目：事業の必要性 

  評価指標：他の公共事業との連携 

 

評 価 要 素 

 

点数 

 

 

 

 

 

 

他事業との連携を図るため、早急に本事業を実施する必要がある 

 

 

 １０ 

 

 

  評価項目：事業の効果 

  評価指標：費用対効果（Ｂ／Ｃ） 

 

評 価 要 素 

 

点数 

 

 

 

 

 

 

費用対効果（Ｂ／Ｃ）が１．０以上 

 

 

 ５０ 

 

 

○評価視点：実施環境 

 評価項目：地元状況 

 評価指標：住民参加による計画づくり 

 

評 価 要 素 

 

点数 

 

整備計画の策定に際し、アンケートの実施、集落懇談会等の開催により地域住民が

計画策定に関与する取り組みが図られている 

 

 

 １５ 
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 評価項目：地元状況 

 評価指標：受益者の負担能力 

 

評 価 要 素 

 

点数 

 

市町村及び農家の負担について同意が確実であり、農家負担を伴う場合は所得償還

率≦０．４ 

 

 

 １５ 

 

 

 

 評価項目：地元状況 

 評価指標：事業推進体制の整備 

 

評 価 要 素 

 

点数 

 

事業推進協議会が設立されているか、もしくは土地改良区の総会又は総代会におい

て事業推進に関する決議が得られている 

 

 

 １０ 

 

 

 

 評価項目：地元状況 

 評価指標：維持管理体制の確保 

 

評 価 要 素 

 

点数 

 

維持管理について予定管理者の同意が得られている 

 

 

 １０ 

 

 

 評価項目：地元状況 

 評価指標：地権者との調整 

 

評 価 要 素 

 

点数 

 

必要となる用地に係る権利（所有権、抵当権等）の同意が得られることが確実であ

る 

 

 

  ５ 
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 評価項目：地元状況 

 評価指標：住民参加活動の有無 

 

評 価 要 素 

 

点数 

 

○次のいずれか１項目以上に該当すること                   

 ・地域あるいは地域外交流を目的としたイベントを開催している 

 ・地域内に住民参加の趣味ｻｰｸﾙ等が存在する 

 ・農業者以外の人との交流の場が存在する 

 ・維持管理や清掃活動に地域住民が参加している 

 

 

  ５ 

 

 

 

 

 

 

 評価項目：他部局との調整 

 評価指標：関係機関との事前調整 

 

評 価 要 素 

 

点数 

 

施設所有者、文化財管理者等関係者との調整が図られ、また、河川管理者、道路所

有者等との協議において基本的事項が確認されている 

 

 

 １０ 

 

 

 

 評価項目：技術的可能性 

 評価指標：関係法令・基準等との整合 

 

評 価 要 素 

 

点数 

 

工法は妥当性のあるもので、関係法令、基準等に適合している 

 

 

 １０ 

 

 

 評価項目：技術的可能性 

 評価指標：採択要件との適合 

 

評 価 要 素 

 

点数 

 

事業実施要綱・要領に規定された事業内容、採択基準の要件に適合している 

 

 

 １０ 
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 評価項目：技術的可能性 

  評価指標：経済性・効率性 

 

評 価 要 素 

 

点数 

 

事業費の設定が適切であり、経済的に妥当なものとなっている 

 

 

 １０ 

 

 

 評価項目：環境等 

 評価指標：環境との調和に配慮  ：定性評価 

 評価指標：生活環境対策     ：定性評価 

 評価指標：コスト縮減策     ：定性評価 

 

 

○評価基準 

 

 評価 

 

(1)位置付け 

 

(2)必要性・効果 

 

(3)実施環境 

 

Ａ 

 

80点以上 

 

80点以上 

 

80点以上 

 

Ｂ 

 

60点以上 80点未満 

 

60点以上 80点未満 

 

60点以上 80点未満 

 

Ｃ 

 

 

60点未満 

 

 

60点未満 

 

 

60点未満 

 

 

○判断基準 

 

ランク 

 

箇所整備方針 

 

組み合わせ 

 

 Ⅰ 

 

優先的に事業を実施 

 

ＡＡＡ ＡＡＢ 

 

 Ⅱ 

 

事業を実施 

 

ＡＢＢ ＢＢＢ 

 

 Ⅲ 

 

 

新規着手を見合わせる 

 

 

ＡＡＣ ＡＢＣ ＡＣＣ ＢＢＣ ＢＣＣ ＣＣＣ 
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資料２：森林整備課「山地治山事業　倉谷地区」　追加資料



治山事業

○生活関連

（評価視点） （評価項目） （評価指標）

位置づけ

（県の施策や役割）

※平成２７年度に限り、「県土づくり本部基本戦略」とあるのを「県土づくり本部基本方針」と読み替えて適用する。

必要性・効果

（現状・課題・効果）

実施環境

（実施するための条件）

整備・事業計画等 県土づくり本部基本戦略

地元の状況 周辺住民の合意

土砂災害防止 山地災害発生等の危険度

防災点検

事業の効果 費用対効果（Ｂ／Ｃ）

安全性 災害の発生履歴

市町の取り組み状況

自然環境保全

生活環境対策

コスト縮減策

環境等

危険度判定

福祉・公共施設の有無安全性
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評価基準 ・ 判断基準

○評価基準

評価

Ａ

Ｂ

Ｃ

○判断基準

ランク

Ⅰ

Ⅱ

Ⅲ

実施環境

80点以上

60点以上 80点未満

60点未満

位置づけ

80点以上

60点以上 80点未満

60点未満

必要性・効果

80点以上

60点以上 80点未満

60点未満

 新規着手を見合わせる

組み合わせ

 ＡＡＡ　ＡＡＢ

 ＡＢＢ　ＢＢＢ

 ＡＡＣ　ＡＢＣ　ＡＣＣ　ＢＢＣ　ＢＣＣ　ＣＣＣ

 優先的に事業を実施

 事業を実施

箇所整備方針
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○ 評価視点：位置づけ

評価項目：整備・事業計画等

評価指標：県土づくり本部基本戦略

点数

 県土づくり本部の基本戦略に位置づけられている。 10

 県土づくり本部の基本戦略に位置づけられていない。 0

評価項目：土砂災害防止

評価指標：山地災害発生等の危険度

点数

危険箇所

評価項目：土砂災害防止

評価指標：防災点検

点数

40

20

 保安林若しくは山地災害危険区域でない。 0

○ 評価視点：必要性・効果

評価項目：事業の効果

評価指標：費用対効果（Ｂ／Ｃ）

点数

60

50

 １．０未満 0

評価項目：安全性

評価指標：災害の発生履歴

点数

10

0

評　　　価　　　要　　　素

50

0

治山事業（生活関連）

評　　　価　　　要　　　素

県土づくり本部
基本戦略

※平成２７年度に限り、「県土づくり本部基本戦略」・「県土づくり本部の基本戦略」とあるのを「県土づくり本部基本方
針」と読み替えて適用する。

 保安林若しくは山地災害危険区域であり、保全人家戸数10戸未満

 山腹崩壊、荒廃渓流、表土の流出、濁水、地すべりの危険等

 があり、拡大の恐れがある。又は、拡大の可能性が濃厚である。

 山腹崩壊、荒廃渓流、表土の流出、濁水、地すべりの危険等

 があるが、拡大の恐れがない。又は、拡大の可能性が小さい。

評　　　価　　　要　　　素

 保安林若しくは山地災害危険区域であり、保全人家戸数10戸以上

被害想定区域内
の人家戸数

評　　　価　　　要　　　素

費用対効果
（Ｂ／Ｃ）

 過去に土砂の流出、山腹崩壊、地すべり等の災害履歴がある。

 過去に土砂の流出、山腹崩壊、地すべり等の災害履歴がない。

評　　　価　　　要　　　素

費用対効果
（Ｂ／Ｃ）

 ２．０以上

 １．０以上～２．０未満
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評価項目：安全性

評価指標：危険度判定

点数

20

10

0

20

10

0

20

10

0

【地すべり対策】
亀裂・陥没・

20

10

0

　　　（注）各箇所毎の工種によって、該当する項目を選定するものとする。

評価項目：公共施設等

評価指標：福祉・公共施設の有無

点数

10

0

 福祉施設　：　児童福祉施設、老人福祉施設、身体障害者更生援護施設、

知的障害者援護施設、医療提供施設、幼稚園、生活保護法に

基づく救護施設、厚生施設、学校教育法に基づく盲学校、養護

学校

 公共施設：公民館、病院、学校、河川、国道、県道、市道等

 渓流の渓床勾配（30％以上）

【森林整備対策】
要整備森林
面積の割合

 渓流の渓床勾配（10％未満）

 区域内に部分的ではあるが、亀裂・陥没・隆起が見られる

評　　　価　　　要　　　素

【山腹対策】
斜面の傾斜

 要整備森林面積率（30％以上）

 山腹斜面の傾斜（70％以上）

 山腹斜面の傾斜（20％以上～70%未満）

 山腹斜面の傾斜（20％未満）

【渓流対策】
渓流の勾配

 渓流の渓床勾配（10％以上～30%未満）

 区域内に亀裂・陥没・隆起が見られない

評　　　価　　　要　　　素

福祉・公共施設
等の有無

 被害想定区域内に福祉又は公共施設がある

 被害想定区域内に福祉又は公共施設は無い。

 要整備森林面積率（10％以上～30%未満）

 要整備森林面積率（10％未満）

 区域内に亀裂・陥没・隆起が明瞭でかつ湧水がある
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○ 評価視点：実施環境

評価項目：地元の状況

評価指標：周辺住民の合意

点数

60

40

0

評価項目：地元の要望

評価指標：市町の取り組み状況

点数

40

20

0

評　　　価　　　要　　　素

地元関係者
の要望

（地元地権者
及び受益者）

 地元からの要望がある

 地元の一部からの要望がある

 地元からの要望は無い

 事業に向け消極的である

市町の取り組み
状況

 事業に向け積極的である

 事業に向け協力的である

評　　　価　　　要　　　素
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資料２：道路課「道路改良事業　一般国道208号（佐賀道路）」　追加資料



○広域

（評価視点） （評価項目） （評価指標）

位置付け
（県の施策や役割）

必要性・効果
（現状・課題・効果）

実施環境
（実施するための条件）

沿線住民の合意状況

生活環境対策

コスト縮減策

環境等 自然環境保全

※平成２７年度に限り、「県土づくり本部基本戦略」とあるのを「県土づくり本部基本方針」と読み替えて適用
する。

走行性 交通量または交通混雑

地元状況 期成会、協議会の状況

事業の効果

構造上の課題 道路構造令との整合

費用対効果（Ｂ／Ｃ）

地域振興
緊急輸送道路又は観光ルート、

大型プロジェクト

整備・事業計画等 県土づくり本部基本戦略

中長期道路整備計画

道路事業
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○広域

１次改築 ２次改築

県土づくり本部
基本戦略

中長期道路
整備計画

緊急輸送道路、
観光ルート、

大型プロジェクト

計 100 100

費用対効果
（Ｂ／Ｃ）

交通量

交通混雑

20

20

道路構造令
との整合

計 100 100

期成会、協議会
の状況

沿線住民の
合意状況

計 100 100

道路事業

評価
視点

改築事業
摘要

該当指標
最大点

位
置
付
け

10

50

40

必
要
性
・
効
果

20

実
施
環
境

60

40

60
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○ 評価視点：位置付け
評価項目：整備・事業計画等
評価指標：県土づくり本部基本戦略

評価項目：整備・事業計画等
評価指標：中長期道路整備計画
【対象事業：改築、代行】

中長期道路整備計画で幹線道路ネットワークを形成する道路として
位置づけされた道路 ・・・

評価項目：地域振興
評価指標：緊急輸送道路、観光ルート、大型プロジェクト

○ 評価視点：必要性・効果

評価項目：事業の効果
評価指標：費用対効果（Ｂ／Ｃ）

評価項目：走行性
評価指標：交通量

車道幅員6.0ｍ未満の道路（交通量による評価）

40点
20点
0点

・物流、交流の拠点を有機的に結ぶ道路
・県内主要観光地を広域的に結ぶ道路又は、

評　　　価　　　要　　　素 点　　数
60点

○主要プロジェクト関連
・吉野ヶ里、嘉瀬川ダムなど県内主要プロジェクト関連道路

40点

　緊急輸送道路に位置付けられている道路
観光ルート
・緊急輸送道路

20点

県土づくり本部
基本戦略

○県土づくり本部の基本戦略に位置付けられている
○県土づくり本部の基本戦略に位置付けられていない

○佐賀空港、重要港湾へのアクセス道路
40点

最高点　50点

評　　　価　　　要　　　素 点　　数

プロジェクト関連
・アクセス道路

道路事業（広　　域）

評　価　要　素　　（交通量）
　　　　　　　　　　　　　　　　　10,000台／日以上～
　　　　　　　　　　　　　　　　　　4,000　～10,000台／日未満
　　　　　　　　　　　　　　 　　　　　500　～　4,000台／日未満

評　　　価　　　要　　　素 点　　数
10点
0点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　0　～　　　500台／日未満

　Ｂ／Ｃ

　　２．０　以上
　　１．５　～　２．０　未満
　　１．０　～　１．５　未満
　　１．０　未満

点　　数
20点
15点
10点
0点

※平成２７年度に限り、「県土づくり本部基本戦略」・「県土づくり本部の基本戦略」とあるのを「県土づくり本部基本方
針」と読み替えて適用する。
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評価項目：走行性
評価指標：交通混雑

車道幅員6.0ｍ以上の道路（混雑度による評価）　（２次改築の必要性の評価）

評価項目：構造上の課題
評価指標：道路構造令との整合

道路構造令等の基準との整合による評価

○ 評価視点：実施環境
評価項目：地元状況
評価指標：期成会、協議会の状況

評価項目：地元状況
評価指標：沿線住民の合意状況

沿線住民の合意状況による評価

評価項目：環境等
評価指標：自然環境保全
評価指標：定性評価

評価項目：環境等
評価指標：生活環境対策
評価指標：定性評価

評価項目：環境等
評価指標：コスト縮減策
評価指標：定性評価

※２次改築　：１次改築（未改良の道路を道路構造令の規定に従って整備すること）済みの
　　道路で、交通量の増加に伴い道路構造令の規定に適合しなくなったものを、

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　～　1.00未満 0点
※混雑度　　：道路の交通量と交通容量（道路を通過しうる最大の交通量）に対する比率

　　同令の規定に適合するように再度改良すること。

道路構造令の基準に適合していないが、危険度は低い 10点
道路構造令の基準を満足している 0点

評　価　要　素　　（平面・縦断線形や路肩幅員などの道路構造規格） 点　　数
道路構造令の基準から大きく逸脱しており、危険である 20点

評　価　要　素　　（混雑度） 点　　数
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　2.00 以上～ 20点

評　　　価　　　要　　　素 点　　数
計画に対して協力的で、用地買収のための調整が図られている 40点

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.50　～　2.00未満 15点
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　1.00　～　1.50未満 10点

0点

計画に対して協力的で、概ね地元の同意が図られている 30点
計画に対して協力的である 20点
計画に対して課題があるが、概ね協力的である 10点
計画に対して同意が得られない 0点

評　　　価　　　要　　　素 点　　数
期成会、協議会が設立されるなど計画に対して熱心で、地元に対しての取
り組みが積極的である

60点

期成会等の組織はないが、計画に対して協力的である 30点
その他


